


 かんぽ生命の石井でございます。

 本日は、お忙しいところご参加いただき、誠にありがとうございます。

 はじめに、私から、かんぽ生命の経営方針をご説明し、その後、常務執行役
の千田から、2016年3月期中間決算を踏まえた、経営状況の詳細をご説明い
たします。

 3ページをご覧ください。
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 私ども、かんぽ生命は、11月4日に、東京証券取引所市場第一部へ上場い
たしました。

 この場をお借りしまして、当社の事業活動にご理解・ご支援を賜りました皆さ
まに、厚く御礼申し上げます。

 当社は、簡易生命保険から続く、簡易で小口な商品を、郵便局ネットワーク
を通じて、全国のお客さまに提供するビジネスモデルを追求しており、来年
は簡易生命保険が誕生して100周年を迎えます。

 保有契約約3,300万件、総資産約85兆円は国内生保で最大規模であり、全
国約2万の郵便局と長年協力して築き上げてきた、極めて強固な顧客基盤
を有しています。

 「安心」と「信頼」の象徴であるかんぽブランドは、私どもが従来から強みとし
てきた、女性や高齢者層に広く浸透しているものであり、これからも、誰もが
利用できる、あたたかいサービスを提供する会社であり続けたいと考えてお
ります。

 4ページをご覧ください。
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 日本の総人口は、2008年の1億2,800万人をピークに減少傾向にありますが
、当社の主たる顧客層である高齢者人口は、むしろ増加を続けてきました。

 特に、団塊の世代が高齢化して、70歳以上の人口が、2014年の約2,400万
人から、2020年には約2,800万人に増加することが見込まれており、高齢者
世代のニーズをしっかり捉えていくことが、これからの成長の鍵となります。

 医療分野では、国民医療費の増加に歯止めがかからず、既に年間40兆円
を超えた国民医療費が、2025年には60兆円程度まで増加すると見込まれて
います。

 これは、2015年度の税収見込み54.5兆円を超える勢いです。

 公的医療保険を支える財政状況の厳しさから、自己負担額は年々拡大する
傾向にあり、これを補完する民間医療保険の役割が、今後ますます重要に
なると見込まれます。

 当社は、第三分野の保有契約年換算保険料で、業界第2位の市場シェア1
割以上を確保しており、高齢化社会において拡大が見込まれる医療保障分
野で、成長を取り込むことができる位置にあると考えています。

 5ページをご覧ください。
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 急速に進行する高齢化を展望して、当社では、ご高齢のお客さまにも安心し
てご利用いただけるような商品・サービスに力を入れています。

 「かんぽプラチナライフサービス」として、ご高齢のお客さま専用のコールセン
ターを開設したほか、ご加入いただける年齢の上限を、養老保険で80歳、終
身保険で85歳まで拡大しました。

 また、郵便局と協力して、「かんぽつながる安心活動」を展開し、全国のお客
さまに直接お会いして、契約内容の確認や、保険金支払の手続をご案内して
います。

 これにより、お客さま満足の向上を図るとともに、満期代替や新契約獲得につ
なげ、家庭市場、高齢者市場における当社の優位性を、しっかり確保してい
きたいと考えております。

 6ページをご覧ください。
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 次に、当社の成長戦略をご説明いたします。

 当社は、既に国内最大規模の生命保険会社であり、簡易で小口な商品を郵
便局チャネルで提供する、極めてユニークなビジネスモデルを採用していま
す。

 当社の成長戦略は、この大きくてユニークなビジネスモデルを徹底的に磨く
ことであり、高齢者にやさしい・あたたかいビジネスモデルを追求するもので
す。

 郵便局の渉外社員と窓口を組み合わせた対面での顧客グリップは、高齢化
のニーズを捉えていく上で、これからも最も有効なチャネルであると言えます
。

 公的社会保障を補完する民間生命保険の役割がますます拡大する中で、当
社は、日本IBMと協力して、保険金の支払業務にWatsonを活用する研究を
始めました。

 将来的には、支払業務から得られた知見を引受業務に活用するなどして、
新しい価値の創造にもチャレンジしていきたいと思います。

 以上で私からの説明を終わりますが、続いて、千田より、経営状況の詳細を
ご説明いたします。
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 かんぽ生命の千田でございます。

 私からは、2016年3月期中間決算を踏まえた経営状況の詳細をご説明いた
します。

 8ページをご覧ください。
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 P8では、連結業績の状況をご説明します。
 当中間期の経常収益は4兆8,813億円、経常利益は2,187億円、中間純利益
は485億円を計上しました。通期業績予想に対しては、いずれも50%を超える
順調な進捗となっています。

 また、総資産は84兆6,918億円、純資産は1兆9,086億円となりました。純資産
の減少は、主に保有する有価証券の含み益が減少したことによるものであり
、株主資本は1.7%増加しています。

 次のページをご覧ください。
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 P9では、連結財務諸表の要約を記載しています。
 保有契約の減少により、P/L・B/Sともに減少していますが、その減少幅は年々
小さくなる傾向にあります。

 詳細は、決算短信等の資料でご確認ください。

 次のページをご覧ください。
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 P10では、新契約年換算保険料の推移をお示ししています。
 個人保険の新契約年換算保険料は、昨年4月に改定した学資保険の販売量
の減少と、本年4月の養老保険の加入年齢範囲の拡大効果が相殺するかた
ちで、前年同期並みの2,381億円となりました。

 下期においては、短期払養老保険の創設や終身保険の加入年齢範囲の拡
大等、新契約獲得に向けた新たな取組みを展開しております。

 また、右のチャートのとおり、第三分野の新契約年換算保険料は、昨年度、
改定学資保険の販売増により落ち込みましたが、当中間期では、前年同期
比37億円増の246億円まで回復しました。

 下期も引き続き、ユニバーサルサービスの対象であり、主力商品である養老
・終身保険に、医療特約を付けて販売することに注力していきます。

 次のページをご覧ください。
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 P11では、販売チャネルの強化策をご説明します。
 新契約の約9割を占める郵便局チャネルについては、質・量の両面を強化するため、
日本郵便が現行約1.8万人の渉外社員を2.0万人に増強していくことを支援するととも
に、成長が期待できる中堅層への重点的な研修を実施しています。

 加えて、満期代替の早期取組や既契約者訪問活動を通じて、既存顧客との関係を強
化し、顧客基盤の深掘りを行うとともに、郵便局支援の専門人材を全国に配置して、
郵便局支援態勢の強化に努めています。

 中小企業等の法人・職域マーケットをターゲットとする直営店チャネルについては、大
都市圏の営業体制を整備するとともに、新規事業所や職域等の新たなマーケットの
開拓に積極的に人材を投入し、新規顧客の拡大を目指しています。

 次のページをご覧ください。
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 P12では、保有契約の底打ち・反転をご説明します。
 左のチャートのとおり、新契約月額保険料は、民営化以降、堅調に増加してきました。

 簡易生命保険創業100周年の来年度には、新契約月額保険料を500億円台に乗せ、更
に拡大させていきたいと考えています。

 右のチャートは、保有契約件数の推移と内訳をお示ししています。

 民営化以降、保有契約の減少が続いてきましたが、減少傾向は徐々に緩やかになって
います。

 今後も、引き続き、商品面の改善や販売チャネルの強化を続けるとともに、契約者訪問
活動を通じた顧客基盤の深掘りを行っていきます。それにより、早期に保有契約の減
少に歯止めをかけ、中計最終年度(2017年度)以降の保有契約の底打ち・反転を実現し
、成長軌道を目指していきたいと考えています。

 次のページをご覧ください。
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 P13では、経費の状況をご説明します。
 当中間期の事業費は、単体ベースで2,598億円となり、このうち、約7割の

1,851億円を日本郵便へ支払う委託手数料が占めています。
 委託手数料は、保険業法を遵守するほか、監督指針等を踏まえて算定されており、
費用対効果に見合う金額としなければならないことから、当社又は日本郵便のどち
らか一方に有利なものとはできない仕組みになっています。

 具体的には、委託手数料の設定には、アームズレングスルールを遵守することと、
過度な便宜供与を防止することが必要であり、恣意性を働かせることはできません
。このことは、監督官庁検査の対象にもなっています。

 委託手数料の約半分を占める新契約手数料は、主に新契約・募集実績に連動する
部分であり、契約初年度に厚く、2年度目以降に薄い、生命保険業界で一般的な複
数年の分割払となっています。

 一方、委託手数料の残り半分に相当する維持・集金手数料は、日本郵便に委託す
る業務について、郵便局で適切に実施された場合の処理時間等をベースとして単
価設定されています。

 次のページをご覧ください。
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 P14では、事務・システムの態勢整備をご説明します。

 将来の成長・発展の基礎となる事務・システムについては、引受から支払まで、簡
易・迅速・正確な事務・システムを構築し、お客さまのご契約を管理する態勢を強化
していきます。

 中計期間中の投資計画については、競争力のある経営基盤の確立を目的として、
システム投資を中心に、3年間で約2,000億円を計画しています。

 主な投資計画は、2017年にサービスイン予定の基幹系システム更改で600億円、保
険契約管理態勢の強化で500億円、オフィス環境の改善のための施設工事等で460
億円となっています。

 減価償却費については、現状300億円台で推移していますが、基幹系システム更改
後の2017年度からは、600億円台まで膨らむ見込みとなっています。

 次のページをご覧ください。
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 P15では、資産運用の状況をご説明します。

 左の表のとおり、当社の資産構成は、円金利負債に対応して、安定的な利息
収入が得られる円金利資産が中心となっています。

 しかしながら、昨今の低金利環境の長期化を踏まえ、運用資産の多様化を進
めてきた結果、外国債券などのリスク性資産の残高は、当中間期末で5.1兆
円、総資産比6.1%に拡大しました。

 今後も、マーケット環境とリスク許容度を確認しながら、段階的にリスク性資
産の拡大を続けていく予定ですが、あくまで円金利資産と円金利負債のマッ
チングを図るALMが中心であることに変わりありません。

 右の表のとおり、平均予定利率が低下し、利子利回りが改善したことから、順
ざやは前年同期比147億円増加し、420億円となりました。

 次のページをご覧ください。
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 P16では、EVの変動要因・感応度をご説明します。
 当中間期末のEVは3兆5,681億円となり、前期末から668億円増加しました。
 RoEVについては、全体で+2.6%、経済前提一定で+3.5%となっています。
 RoEVは、経済価値ベースの数値で外部要因による振れが大きいことから、中長期
で均して見る必要があると考えており、年平均6～8%を目処としています。当中間期
は、養老保険・終身保険に医療特約を付けて販売することに注力したことから、新契
約価値が前年同期比で116億円増加し（+17.3%）、経済前提一定で、年平均約7%の
伸びとなりました。

 EVの感応度は、昨年度とほぼ同様の水準であり、株式の変動に対する感応度は、
引き続き低い水準となっています。

 次のページをご覧ください。
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 最後に、株主還元方針をご説明します。

 株主配当については、財務の健全性、今後の利益見通し、契約者配当とのバランス
を考慮の上、決定していく方針です。

 当社は、健全な財務基盤と安定した利益創出をベースに、2018年3月期末までの間
、配当性向30～50%程度を目安として、1株当たり配当の安定的な増加に努めてい
きます。

 私からの説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。

17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41


